
富山市芸術文化ホール利用案内 

 

 使用の申込み 

 

     開館時間  午前９時から午後１０時までです。 

      休館日  １２月２９日～１月３日（設備保守等のため臨時休館有） 

申込み受付期間  ・大ホール 

            使用日（使用しようとする日が引き続き２日以上あるときは、その初日）

の１２か月前から１か月前までの間です。 

           ・リハーサル室 

            大ホール使用に伴う場合は、大ホール申込み受付期間に準じます。 

            単独使用の場合は、使用日の１か月前から前日までの間で大ホールの使

用のない場合に限ります。 

           ※但し、休館日は受付けいたしません。 

申込み受付時間・場所 ・初日受付 

            受付日：使用する日の１年前の月の初日（毎月１日、１月は４日。その日

が日曜・祝日・休館日の場合はその翌日） 

受付時間：午前９時から午前９時３０分までです。 

            受付場所：１階 ハイビジョンシアター 

            受付方法：予約希望を一括して受付け、使用希望日が重なった場合は抽

選を行います。 

           ・通常受付 

            受付日 ：初日受付が終了した後 

            受付時間：午前９時から午後５時までです。 

            受付場所：１階 管理課 

            受付方法：先着順で受付けます。電話での仮予約も可。 

      使用時間  使用区分は、次のとおりです。 

 

 

 

  

      ※使用時間には、搬入、仕込み、観客・出演者の入退場、後片 

付け等に要する時間を含みますので、時間内に全て終了し 

てください。 

    冷暖房期間  冷房：6月 15日～9月 30日 暖房：11月 15日～3月 31日 

            ※冷暖房期間中は、必ず冷暖房料金をお支払いいただきます。 

     使用期間  ホール運営に支障のない範囲で、各施設複数日を連続して使用できます。 

午前     9:00～12:00 午後     13:00～17:00 

夜間    18:00～22:00 午前・午後  9:00～17:00 

午後・夜間 13:00～22:00 全日        9:00～22:00 



 

 

使用料のお支払及び使用承認 

 

  使用料のお支払  ・大ホール 

            使用の申込みの際に使用料の全額をお支払ください。但し、申込みが使

用日の 3 か月以上前であるときは、基本使用料（基本使用料には、大ホ

ールの基本料、仕込み、リハーサル料、リハーサル室料、及び冷暖房料が

含まれます。）をお申込みの際にお支払いいただき、残額を、使用日の属

する月の 3か月前の末日までにお支払いいただく分納も可能です。 

           ・リハーサル室（単独使用の場合） 

            使用の申込みの際に使用料の全額をお支払いください。 

           ※お支払いは、現金または振込でお願いいたします。なお、振込手数料は

使用者のご負担とさせていただきます。 

            振込先 【口座名義：（公財）富山市民文化事業団】 

北陸銀行 本店営業部富山市役所出張所 普通口座 ４０９７９００ 

富山第一銀行 ニューセンター支店   普通口座 １５０７３３ 

           ※期限までにお支払いただけない場合、使用承認を取消す場合があります。 

           ・舞台附属設備使用料等 

            使用された舞台、音響、照明、その他の附属設備使用料等は、後日、請求

書を郵送しますので、期日までに全額をお支払ください。 

    使用の承認  使用承認書は、使用料全額入金時にお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

使用の変更及び取消し 

 

    使用の変更  入場料金、使用時間区分、及び客席使用区分の変更がある場合は、使用日

の 1か月前までにお知らせください。（大ホール） 

           変更される場合、使用変更申請書を提出していただきます。 

但し、使用日の変更は１回限りとさせていただきます。 

    使用の取消  使用承認を取消す場合は、早急に使用承認書、及び使用料領収書をご持参

のうえ、直接、管理課へお越しください。使用承認取消（還付）申請書を提

出していただきます。返金割合は次のとおりです。 

申請日 返金割合 

使用日の６か月前まで ９０％ 

使用日の６か月前の翌日から３か月前まで ７０％ 

使用日の３か月前の翌日から１か月前（リハー

サル室のみの使用にあっては１０日前）まで 

３０％ 

 

           ※還付対象となる使用料は、①基本使用料と、②基本使用料の土・日・休日

の加算、③冷暖房料金 となります。 

            入場料金による加算（割増料金）は還付になりません。 

           ※使用承認取消（還付）申請書を提出せずに、無断取消しされた場合は、２

年間施設の使用ができなくなりますので、ご注意ください。 

      その他  入場料金未定の場合は、決まり次第変更の手続きにお越しください。電話

による変更、及び取消申請はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

舞台打合せ 

 

大ホール  催し物を円滑に進行するため、使用日の１か月前までに舞台、照明、音響、

機材の搬入・搬出等の必要事項や進行についての打合せを済ませてください。 

      （打合せの主な内容） 

       ・仕込み、リハーサル、開場、開演、終演の時間について 

       ・出演者の総数、楽屋割り、到着時間について 

       ・舞台、照明、音響、それらに従事する人員について 

       ・催し物の進行について 

       ・会場の受付、案内、場内・場外整理等の方法及び人員について 

       ・搬入・搬出予定時刻、車両のタイプ・台数について 

      （打合せの資料） 

       ・進行表・台本（その他プログラム等） 

       ・舞台・照明・音響仕込図 

リハーサル室  使用申込みの際に、使用する備品等についてうかがいますので、それ以降追

加が生じた場合は、使用日の７日前までに必ずお知らせください。なお、床

が傷ついたり、汚れたりする恐れのあるものを使用される場合は養生が必

要です。 

駐車場  舞台打合せ等のために来館される場合は、駐車券をお渡しいたしますので、

事前に管理課まで申し出てください。 

ご注意  打合せが無い場合は、事故防止のため当日の催し物を行うことができない場

合もありますので、必ず打合せを済ませてください。 

関係機関への届出  催し物に伴い必要な手続きは、主催者側で事前に済ませてください。 

火気使用等の禁止行為の解除等 富山消防署中分署 

〒９３０－０８１８ 富山市奥田町２０－２２ 

ＴＥＬ ０７６－４４１－８２６０ 

警備計画書等 

 

富山中央警察署 

〒９３０－０００５ 富山市新桜町４－１０ 

ＴＥＬ ０７６－４４４－０１１０ 

著作権等 （社）日本音楽著作権協会金沢支部 

〒９２０－０８５３ 金沢市本町１-５-２リファーレ 12Ｆ 

ＴＥＬ ０７６－２２１－３６０２ 

 

 

 

 



 

物品等の販売  物品を販売する場合は、舞台打合せ日までに管理課へ物品販売申請書を提

出してください。 

        物品については、催し物に関するプログラム、パンフレット、ＣＤ等に限ら

せていただきます。（飲食物の販売は禁止） 

        当日券を販売する場合は、発売時間、料金等を管理課へお知らせください。 

ピアノ調律  調律をご希望の場合は、あらかじめ管理課へピアノ調律依頼書を提出して

ください。なお、ピアノの調律につきましては、当ホールが保守契約を行っ

ている業者に調律依頼をしていただいております。調律料金は、主催者が直

接、調律師へお支払ください。調律は、使用承認された時間内で行ってくだ

さい。 

ポスター・チラシ  事前にお持ちいただければ、調整して館内に掲示します。 

          オーバード・ホールのロゴマークは、無断で使用できません。 

催し物に必要な人員  主催者は、必要に応じて次の人員を確保してください。 

           ・会場責任者 

           ・避難・誘導責任者 

           ・警備責任者 

           ・楽屋責任者 

           ・案内・整理責任者 

           ・受付・もぎり責任者 

           ・その他必要な人員（舞台・音響・照明等） 

その他  使用当日必要な事務用品、その他については、主催者側でご用意ください。 

     看板等は、事前に管理課にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

使用日当日 

 

       受付  主催者は、使用前に管理課へ使用承認書を提示してください。 

           搬入及び関係者用として、無料駐車スペースを次のとおり確保しています。

当日、ご利用の場合は、管理課で駐車券をお受け取りください。 

搬 入 口 １１ｔトラック２台 

地下駐車場 普通乗用車１５台 

屋外駐車場 １１ｔトラック 4台が縦列駐車可能なスペースが 

あります 

           上記台数を越える駐車については、有料駐車場をご利用ください。 

           楽屋責任者が、管理課で楽屋等の鍵をお受け取りください。 

           盗難等につきましては、ホールでは一切責任を負いません。 

           楽屋等の鍵は、お帰りの際に楽屋責任者がまとめてお返しください。 

外部からの電話を取り次ぎますので、楽屋等、主催者への連絡先をお決め 

ください。 

使用時間の厳守  使用時間には、搬入、仕込み、観客・出演者の入退場、後片付け等に要する

時間を含みますので、時間内にすべて終了してください。 

会場の整理  開場時間前に入場者が多数来館することが予想される場合は、混乱が生じ

ないよう早めに整理員を配置してください。 

       開演中に、観客が立ち上がったり、舞台へ押し寄せたりするような混乱が予

想される場合は、危険防止のため十分な整理員を配置してください。 

       整理員には、非常時のために非常口、及び避難経路を事前に確認させてくだ

さい。 

定員の厳守  消防法上、入場者の定員は厳守してください。 

       入場者が定員を超過した場合は、定員の状態となるまで開演を認めません。

（定員を超過した入場者に対しては、主催者側で全責任をもって処置して

ください。） 

搬入・搬出  舞台設営用の道具、催し物パンフレット、販売物等の搬入については、事前

にお受けできませんので、使用時間内にすべて行ってください。 

       花器、仕出し弁当の空き箱等については、必ず使用時間内に引き取りに来る

よう手配してください。 

       当日持ち込んだ物品のお預かりはできませんので、使用時間内にすべて搬

出してください。 

会場責任者  ホールとの折衝は、会場責任者を通してください。 

 

 



 

 

腕章等の着用  受付、場内・場外整理、その他すべての関係者は、必ず、腕章またはバック

ステージパス等を着用してください。着用のない方の舞台、楽屋等への立ち

入りはお断りします。 

        腕章またはバックステージパス等は主催者で用意してください。 

事故・病人の発生  事故・病人等が発生した場合は、お近くの職員または管理課に通報してくだ

さい。 

原状復帰  催し物がすべて終了したら、舞台技術課職員の指示に従って、使用した施設

及び附属設備等を必ず元の状態にお戻しください。 

      持ち込んだ物品（舞台装置廃棄物等含む）は、終了後すべてお持ち帰りくだ

さい。 

損害賠償  施設及び附属設備等を破損または紛失した場合は、必ず舞台技術課職員に

報告してください。実費相当分を弁償していただく場合があります。 

管理責任の範囲  不測の事態により主催者、出演者、関係者、及び観客等に事故が発生した場

合は、ホールではその責任を負えませんので、ご了承ください。 

         天災地変等の不可抗力によって催し物が実施できない場合の損害について

も、ホールではその責任を負えませんので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

守っていただくこと 

 

     注意事項  主催者は、次のことに注意していただくとともに、使用関係者ならびに入

場者にも守っていただけるようご案内ください。 

１． 使用承認を受けた施設以外は、使用しないでください。 

２． 施設内で、無断で物品の販売や展示は行わないでください。 

３． 舞台、客席、及び各操作室内での飲食・喫煙は禁止します。 

４． 館内は全館禁煙となっています。 

５． 壁・柱・窓・扉等への貼紙、テープ類の使用、及び画鋲・釘の打ち込

みは禁止します。 

６． ポスター・チラシ等の掲示・配布、及び看板・立て札等の無断設置は

禁止します。 

７． 許可のない撮影は禁止します。 

８． 許可なく火気、及び危険物を使用することは禁止します。 

９． 物品等のお預かりはいたしません。また、使用承認した時間以外の

物品の搬入・搬出はできません。 

１０． 騒音や暴力等、他人に迷惑をかける行為はしないでください。 

１１． アラーム時計、携帯電話等、音の出る機器の電源は切っていただ

くよう、ご指導ください。 

１２． 他人に迷惑・危害をかける恐れのある危険物、動物は持ち込まな

いでください。 

１３． 非常口、通路、及び消火設備等のまわりには、物を置かないでく

ださい。 

１４． 給湯室に茶器等が用意してありますのでご利用ください。なお、

ご使用後は必ず洗って元の場所へ戻してください。 

使用の不承認  次の場合には、施設の使用承認はできないものとします。 

         ・公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあるとき。 

         ・施設または附属設備等を損傷する恐れがあるとき。 

         ・その他ホールの管理上特に支障があるとき。 

使用権の譲渡等の禁止 主催者の変更、及び使用権の譲渡、または転貸しはできません。 

使用承認の取消等  次の場合には、施設の使用承認を取消すこともあります。 

          ・富山市芸術文化ホール条例、または条例に基づく規則に違反したとき。 

          ・偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。 

 ・富山市芸術文化ホール条例第 4 条第 2 項の規定による承認の条件に違

反したとき。 

         ・富山市芸術文化ホール条例第 5 条各号のいずれかに該当するに至った

とき。 


